
令和６年度ポータルサイトおよび SNS によるプロモーション推進業務委託 
公募型プロポーザル実施要領 

 
１ 業務名 

令和６年度ポータルサイトおよび SNS によるプロモーション推進業務委託 
 
２ 趣旨 

この実施要領は、（公財）するが企画観光局が発注する「令和６年度ポータルサイトおよび
SNS によるプロモーション推進業務委託」（以下「本件」という。）の受託者を、公募型プロポーザル
⽅式（以下「プロポーザル」という。）により選定するために必要な事項を定めるものである。 

なお、本プロポーザルは予算議決前の準備⾏為として実施するものであり、理事会において予算 
の減額、否決があったときは、本プロポーザルについて実施の効⼒を失う場合があり得るものとする。 

 
３ 業務概要 

別紙「令和６年度ポータルサイトおよび SNS によるプロモーション推進業務委託仕様書」および
「（参考）令和６年度ポータルサイトおよび SNS の運⽤のポイントと位置づけ」の通り 

 
４ 契約期間 
     契約⽇から令和７年 3 ⽉ 31 ⽇（⽉）まで 
 
５ 契約上限⾦額 
     5,300,000 円（消費税及び地⽅消費税を含む。） 
 
６ 業者選定⽅式 

 「公募型プロポーザル⽅式」とし、提案内容及び⾒積⾦額による総合評価とする。  
なお、選定にあたっては、書類審査とし、審査基準に基づき選定する。 

 
７ 参加資格要件 

本業務に関する⼗分な履⾏能⼒を判断するため、受託候補者に対し、以下の事項を満たして 
いることを募集の要件とする。 
ア 法⼈格を有している者であること。 
イ 地⽅⾃治法施⾏令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 4 第 1 項⼜は第 2 項 の 

規定に該当する者でないこと。 
ウ 官公庁の指名停⽌基準に基づく指名停⽌措置を受けていないこと。 
エ  静岡市暴⼒団排除条例（平成 25 年条例第 11 号。以下「暴⼒団 排除条例という。」第 

2 条各号に該当しないこと。 



オ  会社更⽣法（平成 14 年法律第 154 号）に基づく更⽣⼿続開始の申⽴てをしている者 
または、⺠事再⽣法（平成 11 年法律第 225 号）に基づく再⽣⼿続開始の申⽴てをして 
いる者でないこと。 

カ 破産法（平成 16 年法律第 75 号）に基づく再⽣⼿続開始の申⽴てをしている者でないこ 
と。 

キ 政治団体、宗教団体⼜はそれに類する団体でないこと。 
ク 国税及び地⽅税を滞納している者でないこと。 

    
８ 公募に関するスケジュール 
 

公
募
期
間 

意向申出書受付 開始 令和 6 年 3 ⽉ 15 ⽇（⾦） 
意向申出書 締切 令和 6 年 3 ⽉ 22 ⽇（⾦）正午まで 
質問の受付期間 令和 6 年 3 ⽉ 22 ⽇（⾦）〜３⽉ 27 ⽇（⽔）正午まで 
質問の⼀⻫回答 
企画提案書の受付 開始 

令和６年４⽉３⽇（⽔）正午 

企画提案書の受付 締切 令和 6 年 4 ⽉ 10 ⽇（⽔）正午まで 
 企画提案書に対する、当財

団からの質問 
令和 6 年 4 ⽉ 11 ⽇（⽊）〜12 ⽇（⾦） 
※当財団から企画提案書に関するヒアリングを実施します。 

選考結果 通知 令和６年 4 ⽉ 16 ⽇（⽕）正午まで 
契約締結（予定） 令和６年 4 ⽉ 19⽇（⾦） 

 

９ 公募開始から提案書提出まで 
（１）意向申出書の提出 

本プロポーザルに参加しようとする者は、下記の物を提出すること。 
■提出書類︓意向申出書（様式１）、会社等概要（事業内容、法⼈の組織及び運営

に関する事項を記載した書類）、会社業務実績 
■部数:１部 
■⽅法︓「14 問合わせ先及び応募先」のアドレスまで、電⼦メールにより提出すること。  
■件名︓【意向申出書】令和６年度ポータルサイトおよび SNS によるプロモーション推進業

務委託 
■記載事項︓会社名、担当部署・担当者名、連絡先(電⼦メールアドレス、電話)  
■締め切り︓令和６年 3 ⽉ 22 ⽇（⾦）正午まで 

 
（２）質問  

■⽅法︓「14 問合わせ先及び応募先」のアドレスまで、電⼦メールにより提出すること。  
■件名︓【質問】令和６年度ポータルサイトおよび SNS によるプロモーション推進業務委託 



■記載事項︓会社名等、担当部署・担当者名、連絡先(電⼦メールアドレス、電話)、質問 
■締め切り︓令和６年 3 ⽉ 27 ⽇（⽔）正午まで 
■参加意向申出書を提出した業者のみ、質問できる 
 

 (３) 質問の回答 
■質問の連絡があった全事業者に対し、令和６年４⽉３⽇（⽔）正午を⽬途に、電⼦ 
メールにより同時に回答する 
■質問の内容により、本プロポーザル⽅式に公平性を保てない場合には、回答しないことがあ 

る 
■質問に対する回答は、本要領等の追加⼜は修正事項とみなす 
■電話や⼝頭、受付期間以外の質問は⼀切受付けない 

 
（４）企画提案書の提出 

■提出書類︓様式２号、企画提案書、費⽤⾒積書、業務実施体制書、実績等 
■提出部数︓10部（正本１部、副本９部） 
■提出⽅法︓持参または郵送による。 

受付は平⽇の 9:00〜17:00 とし、⼟⽇祝⽇は受付しない。 
■提出期限︓令和 6 年４⽉ 10 ⽇（⽔）正午必着 
■企画提案書︓A4 判⻑辺綴じ、様式・縦横⾃由、別添の仕様書に基づいて提案を⾏うこ 

と。但し、以下の内容を含めること。 
・具体的な情報発信記事例〔仕様書に沿った内容で、圏域のスポット情報の発信を想定 
したもの 
※企画提案書の作成段階では、関係施設等に取材・問合せ等は⾏わないこと。 
・効果的な運営につながる独⾃提案（ある場合のみ） 
・独⾃提案がある場合は、実施に要する費⽤についても、本事業の委託料に含むこと。 

■管理運営体制と業務計画（A4 判⻑辺綴じ、様式・縦横⾃由） 
・運営体制図 
・予定している責任者及び主要職員の略歴 
・業務計画 

■業務に要する経費に関する⾒積書 
・管理運営に係る⾒積額(社印のある任意様式、⼀式表現ではなく運営費、制作費、広 
告費等の詳細を記載し、合計欄には消費税及び地⽅消費税相当額を含む⾦額を記 
載すること） 
■直近 2 事業年度の事業報告書及び決算書（貸借対照表、収⽀（損益）計算書） 
■法⼈の定款⼜はこれに準ずる書類 
【その他】 



・提出後の企画提案書等の差替え（追加及び変更等）は、提出期限までの間に限り 
認める。 
・正本及び副本は、ファイル綴じやホチキス留め等をせず、クリップ留めで提出すること。 

 
（５）提案書提出後の当財団からのヒアリング 

■提案書提出後、提案内容に対し、必要により、当財団からヒアリングを⾏う。 
■担当者は、令和６年４⽉ 11 ⽇（⽊）〜12 ⽇（⾦）に、Zoom等ウェブミーティングが 
可能な場所にて、待機すること。（詳細な時間は、提案書提出後、通知する。） 
 

（６）評価⽅法 
■本件の履⾏に最も適した契約の相⼿⽅となる候補者を決定するため、審査会を開催する 
■評価⽅法・基準 
 ・審査会は⾮公開とし、企画提案書を、評価基準に基づいて、当財団役職者及びデジタル
マーケティングの専⾨知識を有する者（以下「審査員」 という。）によって、10「評価基
準」に基づき⾏う。 
・いかなる理由があっても、審査会内容は公表しない。 
 
 

  



10 評価基準 
評価項⽬ 評価基準 配点 

１ 企画提案内容  50点 
 (ア)的確性 ・仕様書を的確に踏まえ、当財団の狙いに沿った提案がされている

か。 
・テーマ性のある地域ブランディングの趣旨に沿った情報発信記事
の提案がなされているか。 
・市場と地域を繋ぐ当財団の役割に沿った、提案がなされている
か。 
・全体を通じ、統⼀された考え⽅（ポリシー）に基づいた提案がさ
れているか。 

(イ)実現性 ・実施⽅法等が具体的で、実現性があるか。 
・⽬標数値とその達成⽅法は適当か。 

２ 業務遂⾏能⼒ 40点 
 (ア)実施体制 ・業務を円滑に実施するための体制を有しているか。 

ー⽇本語、英語向けのサイト構築および情報発信に向け専⽤
の⼈員の確保がなされているか。 

ー情報処理、事務処理等に優れた⼈員の確保がなされている
か。 

・当財団をはじめ、関連団体と円滑な業務連携が期待できるか。  
・業務スケジュールは、提案内容の実⾏が可能なものとなっている
か。 

(イ)類似業務
の実績 

・類似業務の実績があるか。 

(ウ)専⾨知
識、適格性 

・業務内容に関する知識、知⾒を有しているか。 

３ 経費の妥当性 10点 
  ・所要経費・算定根拠が明確に⽰されていて、合理的な内容であ

るか。  
・費⽤対効果に⼗分配慮した経費となっているか。 

 
11 受託候補者の特定 

（１）受託候補者の特定件数は１件とし、次のとおり特定する。 
（２）審査委員の採点により受託候補者および次順位者（補⽋）を特定する。 
（３）同点の場合には、再議のうえ委員の多数決により決定するものとする。 
（４）総合得点満点の 6割を最低基準点とし、最低基準点を満たさない提案者は選定の対象と 



しない。なお、応募者全員が最低基準点に満たない場合は、再度公募を実施する。 
（５）応募者が 1 者の場合、その提案が最低基準点を満たす場合は、当該提案者を受託候補者 

とする。なお、最低基準点に満たない場合、⼜は提案者がいない場合は再度公募を実施す 
る。 

（６）審査結果は、令和６年４⽉１６⽇（⽕）正午までに、書⾯により全提案者に通知する。 
 

12 契約について 
するが企画観光局は、受託候補者と契約に関する協議を⾏い、契約を締結する。 
なお、受託候補者との協議が整わない場合、するが企画観光局は受託候補者以外の提案者 
と順次契約に関する協議を⾏う。 
（１）受託候補者選定後、するが企画観光局が必要と判断した場合は、企画提案の内容 

について協議を⾏うことがある。その場合、協議が整い次第、速やかに随意契約の 
⼿続きを⾏うものとする。なお、契約の際には、改めて⾒積書を提出するものとする。 

（２）選定された受託候補者との契約が成⽴しなかった場合は、次順位者と協議を⾏い、契 
約相⼿⽅を決定する（プロポーザルへの参加者が１者の場合を除く。） 

（３）受託候補者が、この要領に定める事項に反した場合は、契約を締結しないことがある。 
 

13 その他留意事項 
（１）提出書類に虚偽の記載をした場合は、当該書類を無効とする。 
（２）提出書類は返還しないとともに、プロポーザル以外の⽤途には提出者に無断で使⽤すること 

はない。 
（３）書類の作成、提出に係る費⽤は、提出者の負担とする。 
（４）公募⼿続きにおいて使⽤する⾔語及び通貨は、⽇本語及び⽇本国通貨に限る。 
（５）審査経過、審査結果に対する問い合わせ、異議申し⽴ては受け付けない。 

 

14 問い合わせ先及び応募先 
公益財団法⼈するが企画観光局 
担当︓事業推進本部 調査戦略室 瀬⼾脇創太 
住 所︓〒４２０－０８３７ 静岡県静岡市葵区⽇出町１２ TOKAI⽇出町ビル９階 
電 話︓０５４－２０４－６６７７ 
ＦＡＸ︓０５４－２０５－３６３９ 
ＭＡＩＬ︓sales@suruga-mtb.or.jp 
 

 

 

 



（参考）令和６年度ポータルサイトおよびSNSの運⽤のポイントと位置づけ

現在、観光施設と旅⾏者との接点の多くは、ウェブサイトやアプリ等のデジタルプラットフォームが主流
旅⾏者との最初の接点となるデジタルプラットフォームの閲覧数を増加させ、リアルの来訪者の増加につなげる

対消費者への最初の接点となるデジタルプラットフォーム（WEB・SNS）の閲覧数（PV数）拡⼤

旅⾏先としての認知度（純粋想起率）向上

KGI : 来訪者の⼈数増加

KPI サイト閲覧数PV 70,000PV
65,000PV 2023年度 実績（⾒込） 

ｲﾝｽﾀ ｴﾝｹﾞｰｼﾞﾒﾝﾄ率 8.0%
8.0% 2023年度 実績（⾒込）

狙い︓質は維持しながら閲覧数を増加させる

ー2024年度の重点取り組みー

②SEO対策

①Instagramからの流⼊

消費者や閲覧者の動向をウェブサイトのコンテンツに反映

ユーザー数の多いInstagramのさらなる活⽤

ウェブサイト(Visit SURUGA・財団HP)
（ Googleアナリティクス ／ 検索ワード 等）

データの分析

閲覧数（PV数）を伸ばすための
キーワードを収集

旅への決⼼につながる活動
市場コミュニケーション（SNS・Web）

⾏先候補にあがる環境づくり
メディアマーケティング（メディア露出）

⾏きたくなる企画準備（LEARN/TEA/SEA）
トレードマーケティング（対旅⾏会社）

5市2町

Instagram
「surugatraveler

<するとら>」

マーケット

５市２町の課題である認知度向上に向けて、⼀貫したコンセプトに沿った情報提供、
SNS運⽤による関⼼の喚起・深化、個別事業での広告展開やパブリシティの獲得による

露出の増加を通じて、観光⽬的地としてのブランディングを推進する。

店・商品等を
タイムリーかつ

キャッチーに発信

2024年度
Visit Suruga閲覧数の増加にむけ、
・Instagramからの流⼊増を促す
・SEO対策を実施

Instagram
「Visit SURUGA」

５市２町HP
「Visit SURUGA」

茶・海・⽂化/伝統を
テーマに観光情報を提供

（参考）令和６年度ポータルサイトおよびSNSの運⽤のポイントと位置づけ


